
　
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
　

◆
新
町
団
地
（
真
野
）

　
所
在
地
　
真
野
６
５
番
地
１

　
規
　
格
　
木
造
平
屋
建
て
（
１
戸
建
て
）

　
　
　
　
　
３
Ｄ
Ｋ
、
平
成
12
年
度
建
設

　
募
集
戸
数
　
１
戸

　
月
額
家
賃
　
５
万
６
０
０
０
円
（
定
額
）

　
県
営
住
宅
　

◆
お
り
と
住
宅
（
相
川
）

所
在
地
　
相
川
下
戸
炭
屋
浜
町
１
番
地
１

規
　
格
　
耐
火
構
造
４
階
建
て

　
　
　
　
３
Ｄ
Ｋ
、
昭
和
54
年
度
建
設

募
集
戸
数
　
１
戸

月
額
家
賃
　
１
万
４
９
０
０
円
〜

　
　
　
　
　
　
　
２
万
９
３
０
０
円

申
込
方
法
　

市
役
所
建
設
課
ま
た
は
各
支
所
・
行
政

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
住
宅
担
当
窓
口

へ
、
申
請
書
な
ど
必
要
書
類
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

申
込
期
限
　

　
１
月
31
日
（
火
）
午
後
５
時

入
居
可
能
日
　

２
月
下
旬
（
応
募
数
に
よ
り
期
間
が
延
び

る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

注
意
事
項

　
入
居
に
際
し
、
次
の
こ
と
が
必
要
で
す
。

○
市
内
在
住
の
連
帯
保
証
人
２
名

○
敷
金
（
家
賃
の
３
か
月
分
）

※

事
前
に
住
宅
内
部
の
見
学
も
可
能
で
す
。

　
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

市
役
所
建
設
課 

住
宅
係 

☎
63―

５
１
１
８

ま
た
は
各
支
所
・
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

の
公
営
住
宅
担
当
窓
口
へ

　
佐
渡
市
に
本
店
・
主
た
る
事
務
所
な
ど
を

置
く
会
社
や
法
人
の
登
記
事
務
は
、
現
在
、

新
潟
地
方
法
務
局
佐
渡
支
局
が
取
り
扱
っ
て

い
ま
す
が
、
平
成
24
年
１
月
30
日
（
月
）
か

ら
、
新
潟
地
方
法
務
局
法
人
登
記
部
門
に
お

い
て
取
り
扱
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
会
社
や
法
人
の
登
記
に
か
か
る
登

記
事
項
証
明
書
、
印
鑑
証
明
書
の
交
付
事
務

（
動
産
・
債
権
譲
渡
登
記
に
か
か
る
概
要
記

録
事
項
証
明
書
の
交
付
事
務
を
含
む
）
に
つ

い
て
は
、
引
き
続
き
佐
渡
支
局
で
も
取
り
扱

い
ま
す
。

　
ま
た
、
土
地
や
建
物
の
登
記
事
務
（
不
動

産
登
記
事
務
）
に
つ
い
て
は
、
取
扱
い
の
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
ま
で
ど
お
り
佐

渡
支
局
で
取
り
扱
い
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

新
潟
地
方
法
務
局
　
法
人
登
記
部
門
　

☎
０
２
５―

２
２
２―

１
５
６
１（
自
動
音
声
案
内
）

★
面
談
方
式
で
す
。事
前
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

日
時
　
１
月
23
日
（
月
）
〜
27
日
（
金
）
　

　
　
　
午
後
１
時
〜
午
後
５
時

場
所
　
市
内
の
各
司
法
書
士
事
務
所

・
土
地
や
建
物
の
売
買
、
贈
与
、
相
続
、
担

保
権
の
設
定
等
の
手
続
き

・
会
社
・
法
人
の
設
立
、
変
更
等
の
登
記
問
題

・
建
物
の
新
築
、
増
築
に
つ
い
て
の
手
続
き

・
金
銭
の
貸
し
借
り
、
借
地
・
借
家
等
の
ト

ラ
ブ
ル
の
申
し
立
て

・
多
重
債
務
者
の
調
停
、
訴
訟
、
自
己
破
産

等
に
よ
る
救
済
の
申
し
立
て

・
訪
問
販
売
の
解
約
、
保
証
人
、
隣
地
間
の

も
め
事
等
の
手
続
き

・
家
庭
内
の
人
間
関
係
と
結
婚
、
離
婚
、
内

縁
等
の
問
題
の
手
続
き

・
遺
言
の
方
法
と
相
続
手
続
き

・
高
齢
者
の
今
後
の
財
産
管
理
等
（
生
前
贈

与
・
遺
言
・
負
担
付
遺
贈
・
死
因
贈
与
・

信
託
・
財
産
管
理
委
任
契
約
等
の
手
続

き
）

そ
の
他
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
　
　

司
法
書
士
会
佐
渡
支
部 

☎
55―

３
１
１
７

【
応
募
資
格
】

※
共
通
条
件
「
①
②
③
④
」
に
加
え
、
そ

れ
ぞ
れ
の
住
宅
の
入
居
申
込
み
条
件
に

該
当
す
る
こ
と
。

・
新
町
団
地
「
⑥
」

・
お
り
と
住
宅
「
⑤
」

①
市
内
に
住
所
ま
た
は
勤
務
先
が
あ
る
か
、

住
所
を
移
そ
う
と
し
て
い
て
、
公
租
公

課（
市
税
な
ど
）を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

②
申
込
者
（
同
居
す
る
親
族
を
含
む
）
が

「
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
」
第
２
条
第
６
号

に
規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

③
現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と

④
同
居
す
る
親
族
（
婚
約
者
を
含
む
）
が

い
る
こ
と

⑤
収
入
（
所
得
金
額
の
合
計
か
ら
各
種
控

除
を
行
っ
た
額
）
の
月
額
が
15
万
８
０

０
０
円
（
高
齢
者
世
帯
、
障
が
い
者
の

い
る
世
帯
、
小
学
校
就
学
前
の
お
子
さ

ん
が
い
る
世
帯
な
ど
は
21
万
４
０
０
０

円
）
以
下
で
あ
る
こ
と

⑥
収
入
（
所
得
金
額
の
合
計
か
ら
各
種
控

除
を
行
っ
た
額
）
の
月
額
が
15
万
８
０

０
０
円
以
上
48
万
７
０
０
０
円
以
下
で

あ
る
こ
と

募集･採用、配置転換、いじめ･嫌がらせ（パ

ワハラ）など、労働問題に関するあらゆる

分野の相談に無料で応じています。

開設時間　　

　平日　午前8時30分～午後5時15分

お問い合わせ　

　新潟労働局　佐渡総合労働相談コーナー

　(佐渡労働基準監督署内 )　☎23―4500

困っていませんか 職場のトラブル

お
　
知
　
ら
　
せ

公
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

司
法
書
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

会
社
・
法
人
登
記
事
務
の

取
扱
庁
が
変
わ
り
ま
す
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